
週休２日制工事における手続きフロー（公共建築工事費積算基準適用工事は除く）　令和6年1月1日以降適用

※●は尾張旭市の手続、〇は受注者の手続

竣工後

発注段階

工期内

受注者希望型発注者指定型

●

⇒ ⇒
●

⇒

入札・契約●

施工計画書提出前までに
①完全週休２日制工事
②週休２日制工事
のいずれかを決定

休工取得計画及び非対象期間が分かるように実施
工程表を作成の上、工事打合簿により市監督職員
と協議し、週休２日制工事を実施

〇

工事現場に週休２日制工事である旨を看板で掲示〇

毎月５日までに工事打合簿により実施状況をカレンダー形式にて提出〇

市監督職員による休工状況の確認●

施工中の休工割合や実績を確認後、４週８休に満
たないものは、最終設計変更時に適用区分に応じ
て各経費を減額補正し、変更契約

●

達成状況に応じて工事成績評定を加点
・完全週休２日制工事の場合…完全週休２日取得率７０％以上かつ休日取得率が２８．５％（７分の２）以上
・週休２日制工事の場合…休日取得率が２８．５％（７分の２）以上

●

竣工

（受注者が希望する場合）週休２日制工事取組証を発行●

積 算
（４週８休以上の補正）

積 算

・入札公告及び特記仕様書に
「発注者指定型」である旨を記載
・原則として工事名の末尾に「（週休２日）」を
記載

入札公告及び特記仕様書に
「受注者希望型」である旨を記載

施工計画書提出前までに
①完全週休２日制工事
②週休２日制工事
③週休２日制工事を実施しない
のいずれかを決定

・①又は②の場合は、休工取得計画及び非対象期間
が分かるように実施工程表を作成の上、工事打合簿
により市監督職員と協議
・協議の結果、週休２日が確保できると市監督職員
が認めた場合、週休２日制工事を実施

施工中の休工割合や実績に基づき、最終設計変更時
に適用区分に応じて各経費を増額補正し、変更契約

⇒
⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒



（対象期間が100日となる場合）

●工事着手日 ●施工開始日 ●施工完了日 ●工事完了日

対象期間：100日（109日から「夏季及び年末年始休暇の9日」を除く）

評価対象：対象期間が14週間の場合

　　　　　10週間以上が土日休工（14週間×70％=9.8週間）

　　   　   かつ29日以上休工（100日×2/7→28.５小数点以下切り上げ）

実際に要した期間 現場施工期間　109日 実際に要した期間

準備期間 夏季(3日） 年末年始（６日） 後片付け期間

例：完全週休2日取得率＝10週/14週（71.4％) ＞70％ ※小数点以下第2位切り捨て

　：週休2日取得率＝30日/100日（30％) ＞28.5％(2/7)

※

※

（対象期間が100日となる場合）

●工事着手日 ●施工開始日 ●施工完了日 ●工事完了日

対象期間：100日（109日から「夏季及び年末年始休暇の9日」を除く）

評価対象：29日以上休工（100日×2/7→28.５小数点以下切り上げ）

実際に要した期間 現場施工期間　109日 実際に要した期間

（参考）

4週8休以上  　　　　  　29日以上休工（100日×28.5％　小数点以下切り上げ）

4週7休以上4週8休未満　25日以上休工（100日×25.0％　小数点以下切り上げ）　        

4週6休以上4週7休未満　22日以上休工（100日×21.4％　小数点以下切り上げ）            

準備期間 夏季(3日） 年末年始（６日） 後片付け期間

例：週休2日取得率＝30日/100日（30％) ＞28.5％(2/7) ※小数点以下第2位切り捨て
※

完全週休２日制工事 

 対象期間の全週間数に対する日曜日、土曜日を休工とした週間数の割合（完全週休

２日取得率）が、７０％以上かつ対象期間の全日数に対する休工日数の割合（週休２日

取得率）が２８．５％（７分の２）以上の場合、工事成績評定において評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週休２日制工事 

対象期間の全日数に対する休工日数の割合（週休２日取得率）が２８．５％（７分の

２）以上の場合、工事成績評定において評価します。 

 

 

 


